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　1.序

　日本をはじめとして，各国は，いわば会計のグローバリゼイションの波

にもまれているが，そのような状況のもとにあって，（国際的な論議にお

いて流れを作るような役割を演じていない1）」ペルギーのような国々は，
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「国際的な組織ないしは世界規模で考えられている組織によって基準とな

ったものをそのまま採り入れ2）」ざるをえない。会計制度の国際化ないし

グローバリゼイションには，当然のことながらそういう一面が含まれてい

るのであって，長い間の遅れを取り戻し，さらには会計の標準化という点

で世界の模範とならんとする意気込みを感じるベルギーの対応は，われわ

れに，いろいろな示唆を与えてくれている。

　これまで余り注目されることがなかった，「社会的融合(Coalition sociale)

のモデル3）」（その内容については後述）でありかつ国際的融合のモデルでも

あると思えるベルギーの会計の動向に注目し，昨今の会計ビッグバンの様

相に静かに思いをめぐらせてみることも，あながち無意味なことではない

ような気がする。そのことによって，国際的な調和を求められる中にあっ

て，各国の会計制度はどのようなかたちで存在し続けるのかということを，

われわれなりに考えてみようとするところに，本稿の意図がある。そして

また，この拙稿は，われわれのベルギー会計研究の序章でもある。

　2.歴史的経緯

　（1）会社法の時代

　会計に関するこれまでのベルギーの状況はどのようなものであったろう

か。最初にその点に一瞥を与えてみようと思う。

　日本でもその名が知られている, Jan ＹｍＰｉｎやSimon Stevinは，現在

のベルギーに属するフランドル地方の出身者であり（それゆえにフランドル

学派と呼ばれることがある),16世紀から17世紀にかけて，当地の商業の発

展に大きな影響を及ぼした4）。そういう意味では，ペルギーの会計は，か
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ってはむしろ世界的にみて先導的な立場にあったといえる。

　Orange-Nassauのモーリス王子のために書かれたといわれるStevinの

本は，直ちにフランス語に翻訳されただけではなく，商人のための会計に

大いに感銘を受けた王子が，政府の会計に対して，同様のシステムを導入

することを求めた5)という点で注目される。すなわち，後に見るように，

ペルギーにおいては，｢国王令｣(Arrete Royal)が会計に関する施行令とし

て重要な役割を演じており，この命令こそはそのはしりの役割を演じてい

るからである。

　しかし，17世紀から18世紀にかけて，べルギーは，フランス，スペイ

ン，オランダおよびオーストリアなどの，当時の列強諸国の覇権争いの波

に翻弄され，幾度か独立を目指すものの成功するには至らなかった。しか

るに，フランス革命を契機にベルギーも転機を迎え，ナポレオンの出現は，

ペルギーにおけるフランスの統治をより建設的なものとし，産業は活性化

された。この時期(1807年バこベルギーがナポレオン商法典6)を導入した7)

のは，そのような背景の下においてである。

　1815年にワーテルローでナポレオンが敗退すると，ペルギーはオラン

ダ王国に帰属することになり，べルギーの人々の忍耐もついに限界に達し

た。そして1830年10月４日，べルギーは，何世紀も続いた外部の支配か

らようやく脱し，独立国家としてスタートすることになったのである。

　産業界を眺めてみれば，1822年には，オランダの統治下にあって早く
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も最初の持株会社(Societe Generate des Pays-Bas pour favoriserrIndustrie Na-

tionale)が設立されるなどの動きがある8)ものの，会計システムを支えるま

とまった法規は，当然のことではあるが存在しなかった。しかしこの持株

会社の出現は，産業の発展のみならず，会計情報に対する関心を惹起した

という点で，見逃すことができない。 1830年の独立時には，金融持株会

社というかたちで，比較的強力な金融機関がすでに存在していて，その後

19世紀後半にかけて，ペルギーの産業発展の資金調達の基盤を提供した9)。

そして，その少しあとの1928年から1932年の間に，多数の持株会社が設

立され，引き続きベルギーの産業基盤の拡大のための資金調達に寄与する

ところとなった。この，産業発展のための資金調達の方法は，｢べルギー

における財務諸表の作成に対して重要な影響(repercussions)を与えた。た

だし持株会社は，第三者への情報の開示には何らの実質的な関心ももって

いなかった。なぜなら，持株会社以外の第三者に属する持分の割合は低く，

財務情報への人々の関心もまた，活発な資金市場の欠如によって制限され

ていたからであるlo)｣。

　そのように企業の財務情報に対する国民の関心は低かったけれども，そ

の間会計に関する法制の動きが全くなかったわけではない。すなわち，先

のナポレオン商法典を基礎にして，1873年にはベルギー最初の会社法が

制定された。この会社法は，ナポレオン商法典と同様に，会計的処理に関

しては特段の規定を盛り込んでいない。しかるに，1913年の改訂会社法

は｢財務報告に影響する(ペルギーの一筆者追加)最初の法制11)｣として

注目される12)。すなわち，同法は，会社が財務報告に関して従わなければ

ならない要求を規定しており，1935年に公布された新会社法（正確にはLois
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coordonnees sur les Societes Commercialles つまり「商事会社に関する調整法」と

呼ばれる）は，会計規定に関してはそれをそのまま引き継いで，第77条か

ら第80条にかけて企業会計に関する規定を設け13），各企業が毎年すべて

の動産・不動産および債務の棚卸をすべきことを定め，さらに必要な償却

(Amortissements　necessaires)をすることを義務づけている14）。けれども「そ

れらの要求は最低のものであり，単に貸借対照表と損益計算書の基本的内

容にのみかかわるものであった。公表貸借対照表は，しばしば“名刺サイ

ズ”とかμポケットサイズ”と呼ばれ，貸借対照表上ではわずかに６項目

を，損益計算書上では減価償却を報告すれば15）」充分とされていた。べル

ギーの立法府は，当時，私企業の財務管理ひいては会計処理の方法を規制
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しようとは考えていなかった16)ので，会計に関する規定はそのように極

めて大まかなものであった。特に損益計算書はあって無きがごとき状態で

あった。それは，20世紀前半のこの時期にあっては，｢損益計算書が，債

権者にとってほとんど関心の対象とならなかったということであったよう

に見える17)｣。そしてまた，(財務報告の債権者指向は，慎重性の原則の優

位に導いた18)｣ことも見逃せない。

　さらにまた，そのような容易に対応できそうな会計規定であったにもか

かわらず，多くの会社がそれらの法的要求に従わなかったという事実が報

告されてもいる19)。

　当時会計について正面から取上げている法規は，この会社法以外に無か

ったとはいえ，1935年につくられた銀行委員会(Commission bancaire)等の

組織や機関がそれぞれの立場で企業に要求してきた会計の様式が，実質的

な慣習法として存在していた2o)。そのほかにも，間接的ながら，金融業な

どの特定の経済活動を規制する法律の中にも，企業会計に関する条項が部

分的に含まれていた，との指摘もある。たとえばベルギー会計・監査標準

化センター(C.B.N.C.R.)の91ページにはその具体例９つが列挙されてい

るが，ここではその詳細については割愛したい。

　いずれにせよ，この時期の会計規制は今から見れば不充分なものではあ
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るものの，会社法中心の時代であったと言うことができる。

　（2）会計法の成立

　1935年の新会社法の成立は，第二次世界大戦以前のベルギー会計のや

やたどたどしく見える歩みの一里塚と考えることができる。戦後の歩みは，

戦前とは比べようも無いくらいダイナミックなものであるが，世界的に見

ても珍しい会計法（Loi relativea la Comptabilite et aux Comptes Annueles des

Entreprisesつまり正確に言えば（企業の会計と財務諸表21）に関する法律」である

が，本稿では「会計法」と表現する）の成立（1975年）に至る過程で最も注目

されるのは，「社会的融合(Coalition sociale)」の枠組みの中で生じた労働者

とのかかわりである。この極めてベルギー的な経緯については，のちに改

めて触れたいと思うので，ここでは会計制度の展開にかかわる主な出来事

にのみ注目して筆を進めてみたいと思う。

　戦争終結が目前に迫ったということの確信を得るやいなや，べルギーで

は，早くも1944年９月に雇用に関する協議会がつくられ，その結果，「企

業協議会(Conseil d'Entiprise戸）」を生み出した。この企業協議会は，1948

年に，法律を通して会計に関する２つの権利を獲得した。ひとつは財務情

報を受け取るということであり，もうひとつは受取る情報を監査する人

(Reviseur)を指名するということである23）。

　しかしながら，当時は，会計ルールに関する規制が充分には整備されて

いなかったし，その延長線上で，会計監査に関する意識も専門家の体制も
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整ってはいなかった。

　実は，べルギーには，1950年までに，会計にかかわる専門家による多

くの組織が存在していた。そして，そのうちの20の団体が，「べルギー専

門会計士会(College Nationale des Experts-Comptables Beiges)」という協会を

つくることになった。しかし，この専門会計士会のメンバーは，税金に関

するサービスを含む会計的サービスの提供を主たる任務としており，監査

を行うことは考えられていなかった。そこで，労働組合は，法的に認めら

れた独立した監査の専門家の誕生を執拗に求め続け，1953年７月に，「企

業監査人協会(Institut des Revireurs d'Entreprises)」が設立されることになっ

た24）。この協会のメンバーは，注20）で触れた銀行監査人協会のメンバ

ーによって構成されることになり，ほとんどすべてのメンバーがそうする

ことを決定した25）。

　しかし，「1953年の企業監査人協会の創設は，べルギーの会計的状況に

対する（労働組合の一筆者追加）不満を払拭しなかった26）」。それは，当

時存在していた（1953年）会社法の規定が，（労働運動の目から見ると充

分に強固なものとは見えなかった27）」ことにも起因している。そのような

流れは，（1960年代の後半に起こった，既成の組織と資本主義体制に対す

る労働者の抗議運動28）」によってさらに強められ，会社による財務内容の

開示を支配するルールに対する大きな疑念となっていった。

　そのような流れの中で，べルギーでは，会計と監査のさまざまな側面を

再検討する作業グループの創設を見て，関係大臣宛にその結果を報告する
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ことを求められた。すなわち，1964年にはプラン・コンタブルに関する

勧告をするためにGeulette委員会が組織され，1967年には会社の財務内

容の開示全般にわたって再検討するためのOleffe作業部会がつくられた。

Oleffe作業部会の勧告は，財務報告が「真実公正な概観」に基づいて開

示内容を充実させるべきであるということを強調していた29）が，具体的

な開示内容は依然として低水準であり，別の作業グループであるDe

Voghel委員会が更なる勧告を公表した3o）。

　しかし，数においても身分においても弱く，法律を先導しようとするよ

りもむしろそれを受け入れて解説をしようという，当時の会計学者達の状

態31）が象徴しているように，この時期の（財務諸表に関するベルギーの

法制は，相変わらず旧態依然としたもの32）」であった。先にOleffe委員

会が提言した「真実公正な概観」にしても，それは結局保守主義の原則に

よって凌駕され33）てしまって，勧告は無視された形になった。

　しかし，1970年代に入るや，べルギーの会計制度は，飛躍的な展開を

見せることになる。それは，一方で，従来からの主として「企業協議会」

を通しての組合サイドからの要求に応じての動きであり，他方で，ＥＣ内

で高まってきた，会計制度の国際的な調和の機運の盛り上がりに呼応する

ものである。前者に関しては，1970年の経済社会会議を受けて発足した

作業部会（経営者，労働組合および政府の代表者によって構成された）が，より

幅広いディスクロージャーの要求に関する論争を展開した34）。そして後者
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については，1971年11月に（EC35）第４号指令案」がＥＵ閣僚理事会の

討議に付されるという出来事によって大いに刺激されたのである。しかる

にベルギーの場合，結局のところこれら２つの側面は，労働組合を通して

ひとつの流れとして結実することになった。すなわち，労働組合は，「EU

第４号指令の国内法化に向けて積極的かつ建設的な態度をとるメリットに

ついて政府を説得36）」したからである。

　そして，一方で，企業協議会に対する財務的経済的情報提供に関する国

王命が1973年に公布されて，情報提供の対象者が組合員の代表に限られ

ているとは申せ，ディスクロージャーの要求が強調され37) 「べルギー会

計の発展にとって重要なステップ38）」となった。この国王今は，従業員が，

当該企業の経済的財務的状況についての明白かつ正確な描写が与えられて

いるということを保証することを意図したものであって，提供される情報

は，全体としてのグループの中でとセクターの中および地域経済の中での，

その会社の位置を従業員に理解させるものでなければならなかった39）。か

くして，会計に関する情報としては，用いられるプラン・コンタブルにつ

いての説明，個別財務諸表および監査報告書（のコピー），連結財務諸表

一以上は前年度分についても経営者のコメントつきｰ-などが含まれ

る40）。

　また，他方で1972年６月には，ＥＵ第４号指令案を積極的に勘案した

中央経済審議会(Conseil Centre de l'Economie)の意見が表明され，政府は

（ＥＵの動きに先んずる41）」ことを決定した。そしてOleffe法案が議会に
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付託され，この法案は結局「企業会計および財務諸表に関する法律」（Loi

relativea la Comptabilite et aux Comptes Annuels des Entreprises)として1975年

７月17日に結実することになった42）。

　ＥＵ第４号指令がなお「案」の段階にあるにもかかわらず，それを先取

りするかたちで国内法かをはかったわけである。それは，ＥＵ第４号指令

案がＥＵ公報に掲載されその第一次案が公にされて43）からすでに数年を

経過し，最終的な「指令」の内容がほぼ推測しうる状況にあったことに加

えて，1976年10月８日の国王令（注42）参照）の前書きに相当する「国

王への報告」には，「べルギーで適用されるであろう規範が，明日にはEU

全体において優位に立つであろう水準におかれることを期待している」と

いう表現が見られ，それまでやや立ち遅れていたベルギーの会計の水準を

一気に引き上げ，むしろ積極的にＥＵの新しい会計制度に一つの範を示

そうという意図があったことが看取されるのである44）。

　ＥＵ第４号指令は1978年７月に最終的に確定するが，当初の案に比べ

て若干の修正がなされている。それを受けてベルギー政府は，1983年に，

会計法を改訂するとともに，会計法の施行令とプランコンタブルに関する

国王命とを改訂し，それらは翌年から施行された45）。
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　この会計法はまた，ベルギーに｢会計基準委員会(Commission des Normes

Comptables)｣を創設したが，これは，その後のベルギーの会計制度の展開

にとってきわめて重要な出来事となった。すなわち，会計法第14条によ

れば, C.N.C.の任務は，

　(ａ)要求に応じあるいは自らのイニシャティブによって，政府と国会

　　　に対して意見を具申すること，と

　(b)会計の原理(Doctrine)を展開し，意見や勧告の形で，会計について

　　　の原則を定式化すること

である。さらに第15条によって，会社が会計法の特定の条項の適用免除

を求めるときに，大臣にアドバイスする任務も負わされた。

　かくして，これ以降の｢ペルギーの財務報告の実務は，会計法と国王命

とC.N.C.の意見書によってのみ影響を受ける46)｣ことになった。

　(3)連結国王命の成立とその後

　1975年会計法は，その第11条において次のように規定している。

　｢国王は，国王が定める企業に対して，国王が定めるルールと規制(Mo-

dalites)に基づき国王が定める期限内に，連結財務諸表の作成，監査(Con-

trole)および公表ならびに営業報告書(Rapport de gestion)47)と連結財務諸表

に関する監査報告書の作成と公表を課すことができる｣。

　すなわち，会計法は成立の当初から連結財務諸表を念頭においていたわ

けである。そして，この条文の適用にかかわる最初の国王今は，1977年

11月29日の国王命である48)。しかしそれは，先に見たようにベルギーで

は早くから存在している持株会社に対するものであって，一般的な親子会
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社の連結財務諸表を対象にしたものではない。 1986年９月１日の国王今

は，８年余りの経験を生かしつつ，ある程度まで連結財務諸表に関するEU

第７号指令の規定を組み込んだ49）ものではあるが，対象企業は先の国王

命と同じく持株会社に限られていた。

　そのような経過を見たのち，ペルギーは，今度もまた1986年６月11日

のＥＵ第７号指令を全面的に尊重して，1990年３月６日の国王令(Arrete

Royal du ６Mars 1990 relatifaux Comptes Consolides des Entreprises)に到達した。

これは，広範な企業にかかわる，連結財務諸表全体に関する規定を備えて

おり，本格的な連結会計基準となっている。ペルギーはここでもＥＵ指

令に積極的に対応しており，国際的な調和の面で他のＥＵ諸国の範とな

らんとしている5o）。

　国内にさまざまな事情（第４節で検討する）を抱えながらも，「べルギー

法をヨーロッパ法に完全に一致させる51）」というベルギーのスタンスは，

この連結国王今の成立によって，とにかく個別財務諸表から連結財務諸表

に至るすべての会計領域において貫かれたことになる。かくして，ここま

では，ＥＵ域内での国際的調和を念頭におくことで充分に他の国々からも

認められる状態にあったと言える。ここでの調和は，各国の国内規定によ

ってもたらされる財務諸表の「比較可能性(Comparability)」と「同等性

(Equivalence)」を目指したもの52）であって，「標準化」に重きを置くもの

の，各国の「特殊性を保留させ，各国の事情(Contexte national)を斟酌させ
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ることを可能にするはずの多数のオプションを含んだ53)｣指令に準拠して

いればよかったのである。

　しかしながら，次節での検討から明らかなように，資本調達の国際化に

伴って，①国際的な企業にとっては，ＥＵ指令を国内法化したルールを守

っているだけでは実際に対処することが困難な場面が増えてきていること，

さらには，②ＥＵ指令とIASには(若干の留保付ではあるものの)基本的に

大きな差が無いこと，などのために，ＥＵは全体として，可能な限りIAS

に従う方向に傾斜していくことになった。そしてそのような流れは，2000

年６月の欧州委員会の声明(Communication)54)に導いた。それによれば，

｢規制されている市場(regulated market)に上場しているすべてのＥＵの会

社55)は，遅くとも2005年から，自らの連結財務諸表を，ただひとつの会

計基準つまりIASに従って作成することを求められるべきである。EU

の資本市場で，続一のとれた高質の財務報告ルールを採用することは，全

般的な市場の能率を高め，それによって会社にとって資本コストを軽減す

ることになるであろう｣。

　ただし，ペルギーは，今日強行法規たる会計法を成立させているために，

それを尊重する中で対処する方法を選んだ。したがって手続き的には，

“Global Player56)”が, IASに従って連結財務諸表を作成する場合でも，
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同法弟15条を適用して，経済大臣の許可を受けるというかたちをとった

のである57）。「それゆえに，他の国々に比べて，べルギーのアプローチは

ずっと制約的であるように見える58）」ものとなった。

　さらに，欧州委員会の声明は，一方で中小企業ないし非上場企業の連結

財務諸表への，他方で個別財務諸表へのIASの適用の可能性を示唆して

いる（第4～5条）ので，べルギーもまたその点でどう対応すべきか，目下

のところC.N.C.を中心にして問題点を整理して，対応の方向を探って

いるところである。べルギーは，ＥＵ第４号指令の導入に際しても，中小

企業に対する免除のオプションを用いなかったという経緯がある。それは

標準化されたプラン・コンタブルを用いて財務情報を容易に統計的に処理

し，マクロ経済の運営にも役立てようとの思いが強く存在していることに

もよる。したがって，べルギーは基本的には，可能な限りすべての企業に

同一のルールを用いる方向で対応を図りたいという思いがあることが推定

される，ということだけを指摘するにとどめておきたい。

　1990年に連結国王命が出来上がった直後から，ＥＵにおける上のよう

な方向性が顕著になりつつあったので，べルギーでは，（1994年以降，企

業結合と連結会計・報告に関する重要な新しい会計基準を何も作らなかっ

た59）」。その結果，1990年代後半におけるベルギーの会計制度の変化は，

わずかに，1996年に「社会貸借対照表」が，４番目の財務諸表として加え

られたということぐらいである6o）。

　　（本稿は，成城大学教員特別研究助成による研究成果の一部である。）
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